
令和７年度千曲川河川事務所車庫棟新築設計意図伝達業務

　本業務は「令和３年度千曲川河川事務所車庫棟改築及び長野出張所耐
震補強設計他業務」の成果品である設計図書を基に工事発注された「千
曲川河川事務所車庫棟解体及び新築工事」の工事施工者等に正確に設計
意図を伝える業務である。
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長野県長野市柳原１８７５番地１

１，８７０，０００円（税込み）

１，８７６，６００円（税込み）

　本業務は「令和３年度千曲川河川事務所車庫棟改築及び長野出張所耐
震補強設計他業務」（以下「設計業務」という。）の成果品である設計
図書を基に工事発注された「」千曲川河川事務所車庫棟解体及び新築工
事」工事事業者等に、正確に設計意図を伝える業務である。

　設計意図を伝える業務は、工事施工段階において設計意図を正確に伝
えるための質疑応答・説明、部材・材料や建具の形状の選定に関して、
設計意図の観点から検討を行い、必要な助言等を工事施工者に対して行
うものである。
　
　本業務を履行するには、校外設計図書を熟知しているとともに、設計
意図を有し、品質性能の確保に関する情報を詳細に熟知している設計者
のみであり、設計者である上記業者と契約を締結しなければ業務の目的
を達成できないものである。
　また、「設計業務」に係る特記仕様書において、直接関連する業務を
「設計業務」の受託者と随意契約する予定であることを明示している。

　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号の規定により、上記御者と随意契約を締結するものであ
る。
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